令和８年４月１日訓令第６号

福崎町公共施設予約システム導入業務事業者選定要領


１．選定委員会の設置
本町が公募型プロポーザル方式で実施する福崎町公共施設予約システム導入業務に関する提案を厳正かつ公正に審査するため、福崎町公共施設予約システム導入業務公募型プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。

２．選定委員会の掌握事務
　選定委員会は、福崎町公共施設予約システム導入業務に関する福崎町公共施設予約システム導入業務委託 プロポーザル審査要領に基づき、以下の項目について審査する。
（１）業務実績
（２）本事業に対する取組み・考え方
（３）システムの特徴
（４）システムの操作性
（５）システムの拡張性
（６）連携できる決済手段
（７）運用・保守サポート・セキュリティ対策
（８）見積価格
（９）機能要件一覧
（10）追加提案

３．選定委員会の委員の構成
　（１）選定委員会の委員は次のとおりとする。
副町長
総務課職員１名以内
企画財政課長
企画財政課職員１名以内
会計管理者
出納室職員１名以内
農林振興課職員１名以内
まちづくり課職員１名以内
社会教育課長
社会教育課職員２名以内
（２）委員長は副町長をもって充てる。

４. 事業者選定の方法
（１）選定委員会は、全委員の出席によって成立する。
（２）評価を行うための採点票は福崎町公共施設予約システム導入に係るプロポーザル　　　　　　
[bookmark: _GoBack]審査要領のとおりとし、全委員で採点しそれを集計したものを得点とし、合計得点
が最も高い者を契約交渉相手方に決定する。
（３）合計得点が同得点の場合は、機能要件による評価点の高い参加者を上位として選定
する。
総得点及び機能要件による評価点がそれぞれ同点の場合は、経費見積書における見積金額合計額（税込）の低いほうを上位とする。総得点及び機能要件による評価点、経費見積書における見積金額合計額（税込）がすべて同点（同額）の場合は、提案書及びプレゼンテーションに基づく評価点の高い参加者を上位と選定し、それでもなお上位が決しない場合は、委員長の決するところとする。
（４）提案事業者が１者のみの場合であっても、選定委員会において提案内容の審査を行い、提案内容が仕様を満たしていると認められた場合には、その事業者を契約交渉相手方に決定する。

５. 意見等の聴取
　必要があると求めるときは、選定委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

６. 選定委員会の庶務
　会議の庶務は、社会教育課において処理する。

附　　則
この訓令は、公示の日から施行する。






